
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　一主面に接続端子が配設された配線基板と、
　デバイスホールを有し、一主面に外部接続端子および前記デバイスホールに突出したイ
ンナーリードがそれぞれ配設された配線フィルムと、この配線フィルムの前記デバイスホ
ール内に配置され、前記インナーリードに電気的に接続された半導体素子と、前記配線基
板の熱膨脹率とほぼ等しい熱膨脹率を有する金属により構成されており、前記配線フィル
ムの他主面の前記デバイスホールを囲む領域に配設された枠形の形状保持板とを有する半
導体パッケージと、
　前記半導体パッケージの外部接続端子と前記配線基板の接続端子とを電気的・機械的に
接続するバンプとを備えた電子装置であって、
　前記形状保持板が、 25Ｃｒ－ 20Ｎｉステンレス鋼、または 0.01～ 0.03重量％のＺｒを含
む銅合金により構成されていることを特徴とする電子装置。
【請求項２】
　一主面に接続端子が配設された配線基板と、
　デバイスホールを有し、一主面に外部接続端子および前記デバイスホールに突出したイ
ンナーリードがそれぞれ配設された配線フィルムと、この配線フィルムの前記デバイスホ
ール内に配置され、前記インナーリードに電気的に接続された半導体素子と、前記配線基
板の熱膨脹率とほぼ等しい熱膨脹率を有する金属により構成されており、前記半導体素子
の外側を覆って配置されかつ前記配線フィルムの他主面に接着された形状保持性を有する
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被覆部材とを有する半導体パッケージと、
　前記半導体パッケージの外部接続端子と前記配線基板の接続端子とを電気的・機械的に
接続するバンプとを備えた電子装置であって、
　前記した形状保持性を有する被覆部材が、 25Ｃｒ－ 20Ｎｉステンレス鋼、または 0.01～
0.03重量％のＺｒを含む銅合金により構成されていることを特徴とする電子装置。
【請求項３】
　前記バンプが、Ｐｂ－Ｓｎ系のはんだバンプであることを特徴とする請求項１または２
記載の電子装置。
【請求項４】
　デバイスホールを有し、一主面に外部接続端子および前記デバイスホールに突出したイ
ンナーリードがそれぞれ配設された配線フィルムと、この配線フィルムの前記デバイスホ
ール内に配置され、前記インナーリードに電気的に接続された半導体素子と、 13× 10－ ６

～ 17× 10－ ６ （／Ｋ）の熱膨脹率を有する金属により構成され、前記配線フィルムの他主
面の前記デバイスホールを囲む領域に配設された枠形の形状保持板とを備えた半導体パッ
ケージであり、
　前記形状保持板が、 25Ｃｒ－ 20Ｎｉステンレス鋼、または 0.01～ 0.03重量％のＺｒを含
む銅合金により構成されていることを特徴とする半導体パッケージ。
【請求項５】
　デバイスホールを有し、一主面に外部接続端子および前記デバイスホールに突出したイ
ンナーリードがそれぞれ配設された配線フィルムと、この配線フィルムの前記デバイスホ
ール内に配置され、前記インナーリードに電気的に接続された半導体素子と、 13× 10－ ６

～ 17× 10－ ６ （／Ｋ）の熱膨脹率を有する金属により構成されており、前記半導体素子の
外側を覆って配置されかつ前記配線フィルムの他主面に接着された形状保持性を有する被
覆部材とを備えた半導体パッケージであり、
　前記した形状保持性を有する被覆部材が、 25Ｃｒ－ 20Ｎｉステンレス鋼、または 0.01～
0.03重量％のＺｒを含む銅合金により構成されていることを特徴とする半導体パッケージ
。
【請求項６】
　前記外部接続端子上に、Ｐｂ－Ｓｎ系のはんだバンプが配設されていることを特徴とす
る請求項４または５記載の半導体パッケージ。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、電子装置および半導体パッケージに係わり、さらに詳しくは、半導体パッケー
ジをマザーボードである配線基板に搭載した信頼性の高い電子装置、およびマザーボード
である配線基板に搭載したときに、信頼性の高い構造を有する半導体パッケージに関する
。
【０００２】
【従来の技術】
電子機器の小型化や回路機構のコンパクト化を目的とし、セラミック等の多層配線基板上
に半導体素子（例えばＩＣチップ）を搭載・実装し、さらにその実装領域を、金属製等の
キャップで封止するか、あるいはモールド樹脂で被覆・封止した半導体装置が広く実用化
されている。
【０００３】
特にＣＰＵ等の高パワーの消費を伴う半導体装置では、放熱体（ヒートシンク）を付設し
、動作時に発生する熱を放熱体から放出させる構成を採っている。
【０００４】
さらに、コストの低減および構成の簡略化等を目的とし、インナーリード等の配線を有す
るキャリアテープに半導体素子を搭載し実装する一方、スティフナーと呼ばれる形状保持
板を付設し、さらに放熱性を有するカバーを備えたＴＣＰ（テープキャリアパッケージ）
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も知られている。そしてこのようなＴＣＰでは、入出力端子数の増加、外形の小型化、実
装の容易性等の観点から、外部回路との接続用端子（外部接続端子）である接続パッド上
に、はんだボール等のバンプを配設し、これらのバンプを格子状に配列した、ボールグリ
ッドアレイ（以下、ＢＧＡと示す。）と呼ばれる構造が採られている。
【０００５】
図４は、このような  Tape-ＢＧＡ型半導体パッケージの構造の一例を示す斜視図である。
図において、符号１は、デバイスホールを有する絶縁樹脂フィルム（例えば、ポリイミド
樹脂フィルム）、２は、この絶縁樹脂フィルム１の一主面（図では下面）に配設され先端
がデバイスホールに突出したインナーリードをそれぞれ示す。ここで、インナーリード２
は、搭載される半導体素子の電極端子群に対応して配設され、その後端側には、信号線等
の配線（図示を省略。）が延設されている。そして、各配線の端部には、外部接続端子で
ある接続パッド（図示を省略。）が配設されている。また符号３は、デバイスホール内に
フェースダウンに配置された半導体素子を示し、この半導体素子３の各電極端子は、対応
するインナーリード２の先端部に電気的に接続（インナーリードボンディング）されてい
る。さらに、符号４は、半導体素子３の接続領域を被覆し封止する樹脂封止層、５は、接
続パッド上に設けられるはんだボール等のバンプをそれぞれ示す。またさらに、符号６は
、絶縁樹脂フィルム１の他主面（図では上面）に、接着剤層７を介して接着された枠形の
形状保持板（スティフナー）を示し、８は、スティフナー６と半導体素子３の他主面（図
では上面）側に配設され、接着剤層９を介して接着された放熱性を有するカバープレート
を示す。
【０００６】
このような半導体パッケージは、ホスト側の配線基板（マザーボード）に搭載・実装され
て電子装置を構成する。すなわち、マザーボードの一主面には、半導体パッケージの外部
接続端子（接続パッド）と対応して接続パッドが配設されており、このマザーボードの接
続パッドと半導体パッケージの外部接続端子とが、はんだボール５等のバンプにより接続
される。
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、このように半導体パッケージが搭載された電子装置においては、搭載時や
実際の使用環境下で印加される熱負荷等に起因する応力が、半導体パッケージの外部接続
端子とマザーボードの接続パッドとを接合するはんだボール５に集中し、歪みが発生する
という問題があった。
【０００８】
すなわち、マザーボードとしては、通常、ガラスクロス－エポキシ樹脂含浸層と銅配線層
とを積層したガラスエポキシ配線基板が使用されており、この配線基板の熱膨脹率（線膨
脹率）は、配線密度や配線方向によっても異なるが、平均して 13× 10- 6～ 18× 10- 6／℃（
／Ｋ）の範囲にある。
【０００９】
これに対して、図４に示した半導体パッケージでは、厚さの点で最も大きな割合を占め、
したがってパッケージ全体の熱膨脹率を決定しているスティフナー６が、 17× 10- 6（／Ｋ
）を越える大きな熱膨脹率を有するステンレス鋼（例えば SUS304；熱膨脹率 17.3× 10- 6）
により構成されているため、半導体パッケージとマザーボードとの間に熱的な物性の不整
合が生じている。
【００１０】
そして、このように物性が大きく異なる場合、ＱＦＰ（ Quad Flat Package)では、ガルウ
ィング形状に成形されたアウターリード部が弾性変形することにより、応力集中による歪
みを吸収し緩和するようになっているが、ＢＧＡ型の半導体パッケージでは、そのような
歪みを吸収緩和する部分がないため、周期的な温度変化により、半導体パッケージとマザ
ーボードとの接続部であるはんだボール５等のバンプに、繰り返し応力が働き、ついには
バンプが疲労して破壊に至るという問題があった。
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【００１１】
なお、ＱＦＰをガラスエポキシ配線基板に搭載し実装した電子装置を、図５に示す。この
図において、符号１０はリードフレームのベッド部、１１ａはインナーリード部、１１ｂ
はアウターリード部、１２は半導体素子、１３は半導体素子１２の電極端子（図示を省略
。）とインナーリード部１１ａとを結線するボンディングワイヤ、１４はエポキシ樹脂等
のモールド樹脂層、１５はマザーボードであるガラスエポキシ配線基板、１６は、ＱＦＰ
のアウターリード部１１ｂをガラスエポキシ配線基板１５の所定の配線部（図示を省略。
）に接合するはんだフィレットをそれぞれ示している。
【００１２】
本発明は、このような問題を解決するためになされたもので、半導体パッケージとマザー
ボードとの接続部の信頼性の高い電子装置を提供することを目的とする。また、マザーボ
ードへの搭載により、信頼性の高い電子装置を得ることができる半導体パッケージを提供
することを目的とする。
【００１３】
【課題を解決するための手段】
　本発明の第１の発明の電子装置は、

構成されていること
を特徴とする。
【００１４】
ここで、半導体パッケージの外部接続端子とマザーボードである配線基板の接続端子とを
電気的・機械的に接続するバンプは、Ｐｂ－Ｓｎ系などのはんだから成るボール状のバン
プとすることができる。はんだバンプの形成は、例えば、予め整形されたはんだボールを
、配線フィルムの外部接続端子である接続パッド上に配置し、加熱してはんだを溶融させ
る（リフローする）ことにより行なわれる。
【００１５】
また、半導体パッケージの半導体素子の外側に、放熱性を有する被覆部材を配設すること
ができる。放熱性を有する被覆部材としては、例えば、銅やアルミニウムのような熱伝導
率の高い金属から成る板や、アルミナ（酸化アルミニウム）や窒化アルミニウムのような
セラミックから成る板、またはこれらの板材の複数枚を積層的に配置した構成のものが使
用される。被覆部材の厚さや形状などは、半導体素子の容量や熱放出性などを考慮して適
宜選択される。
【００１６】
さらに、配線基板として、ガラスクロス－エポキシ樹脂含浸層と銅配線層とを積層一体化
した構造のガラスエポキシ配線基板を用いるとともに、形状保持板を、このガラスエポキ
シ配線基板の熱膨脹率（ 13× 10- 6～ 18× 10- 6／Ｋ）とほぼ等しい、 13× 10- 6～ 17× 10- 6／
Ｋの熱膨脹率を有する金属により構成することができる。そして、 13× 10- 6～ 17× 10- 6／
Ｋの熱膨脹率を有する金属としては、 25Ｃｒ－ 20Ｎｉステンレス鋼（例えば SUS310 S；熱
膨脹率 15.9× 10- 6／Ｋ）、または　 0.01～ 0.03重量％のＺｒを含む銅合金（例えばＣＤＡ
Alloy C15150；熱膨脹率 16.7× 10- 6／Ｋ）を使用することができる。特にＣＤＡ Alloy C1
5150は、熱伝導率が 15～ 20Ｗ・ｍ／Ｋと極めて高く、放熱性に優れているので、形状保持
板の構成材料として好適している。また SUS310 Sは、入手が容易で比較的低価格であるう
え、耐食性が良好である。
【００１７】
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一主面に接続端子が配設された配線基板と、デバイ
スホールを有し、一主面に外部接続端子および前記デバイスホールに突出したインナーリ
ードがそれぞれ配設された配線フィルムと、この配線フィルムの前記デバイスホール内に
配置され、前記インナーリードに電気的に接続された半導体素子と、前記配線基板の熱膨
脹率とほぼ等しい熱膨脹率を有する金属により構成されており、前記配線フィルムの他主
面の前記デバイスホールを囲む領域に配設された枠形の形状保持板とを有する半導体パッ
ケージと、前記半導体パッケージの外部接続端子と前記配線基板の接続端子とを電気的・
機械的に接続するバンプとを備えた電子装置であって、前記形状保持板が、 25Ｃｒ－ 20Ｎ
ｉステンレス鋼、または 0.01～ 0.03重量％のＺｒを含む銅合金により



　また、本発明の第２の発明の電子装置は、

構成されていることを特徴とする。
【００１８】
ここで、半導体パッケージの外部接続端子とマザーボードである配線基板の接続端子とを
電気的・機械的に接続するバンプは、Ｐｂ－Ｓｎ系などのはんだから成るボール状のバン
プとすることができる。
【００１９】
また、配線基板として、前記したガラスエポキシ配線基板を用いるとともに、形状保持性
を有する被覆部材を、このガラスエポキシ配線基板の熱膨脹率とほぼ等しい、 13× 10- 6～
17× 10- 6／Ｋの熱膨脹率を有する金属により構成することができる。このような範囲の熱
膨脹率を有する金属としては、例えば SUS310 Sのような 25Ｃｒ－ 20Ｎｉステンレス鋼や、
ＣＤＡ Alloy C15150のような銅合金を使用することができる。
【００２０】
　さらに、本発明の第３の発明の半導体パッケージは、デバイスホールを有し、一主面に
外部接続端子および前記デバイスホールに突出したインナーリードがそれぞれ配設された
配線フィルムと、この配線フィルムの前記デバイスホール内に配置され、前記インナーリ
ードに電気的に接続された半導体素子と、

前記配線フィルムの他主面の前記デバイスホールを囲む領域
に配設された枠形の形状保持板とを備え 、前記形状保持板が、

構成さ
れていることを特徴とする。
【００２１】
　また、本発明の第４の発明の半導体パッケージは、デバイスホールを有し、一主面に外
部接続端子および前記デバイスホールに突出したインナーリードがそれぞれ配設された配
線フィルムと、この配線フィルムの前記デバイスホール内に配置され、前記インナーリー
ドに電気的に接続された半導体素子と、

前記半導体素子の外側を覆って配置され 前記配線フ
ィルムの他主面に接着された形状保持性を有する被覆部材とを備え

、前記した形状保持性を有する被覆部材が、
構成されていることを特徴とする。

【００２２】
ここで、形状保持板または形状保持性を有する被覆部材を構成する 13× 10- 6～ 17× 10- 6（
／Ｋ）の熱膨脹率を有する金属としては、例えば SUS310 Sのような 25Ｃｒ－ 20Ｎｉステン
レス鋼や、ＣＤＡ Alloy C15150のような銅合金を使用することができる。
【００２３】
また、外部接続端子上に、Ｐｂ－Ｓｎ系などのはんだから成るボール状のバンプを配設し
、このはんだバンプを介して、マザーボードの接続端子との電気的・機械的接続を行なう
ように構成することができる。
【００２４】
本発明の半導体パッケージおよび電子装置において、デバイスホールを有する配線フィル
ムの基材としては、例えばポリイミド樹脂フィルムなどの絶縁樹脂フィルムを使用するこ
とができる。絶縁樹脂フィルムの厚さは、半導体パッケージの品種、形状、大きさ等にも
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一主面に接続端子が配設された配線基板と、
デバイスホールを有し、一主面に外部接続端子および前記デバイスホールに突出したイン
ナーリードがそれぞれ配設された配線フィルムと、この配線フィルムの前記デバイスホー
ル内に配置され、前記インナーリードに電気的に接続された半導体素子と、前記配線基板
の熱膨脹率とほぼ等しい熱膨脹率を有する金属により構成されており、前記半導体素子の
外側を覆って配置されかつ前記配線フィルムの他主面に接着された形状保持性を有する被
覆部材とを有する半導体パッケージと、前記半導体パッケージの外部接続端子と前記配線
基板の接続端子とを電気的・機械的に接続するバンプとを備えた電子装置であって、前記
した形状保持性を有する被覆部材が、 25Ｃｒ－ 20Ｎｉステンレス鋼、または 0.01～ 0.03重
量％のＺｒを含む銅合金により

13× 10－ ６ ～ 17× 10－ ６ （／Ｋ）の熱膨脹率を
有する金属により構成され、

た半導体パッケージであり
25Ｃｒ－ 20Ｎｉステンレス鋼、または 0.01～ 0.03重量％のＺｒを含む銅合金により

13× 10－ ６ ～ 17× 10－ ６ （／Ｋ）の熱膨脹率を有
する金属により構成されており、 かつ

た半導体パッケージで
あり 25Ｃｒ－ 20Ｎｉステンレス鋼、または 0.
01～ 0.03重量％のＺｒを含む銅合金により



よるが、 50～  125μ m 程度とすることが好ましい。デバイスホールの大きさと平面形状は
、搭載・実装する半導体素子の平面的なサイズや形状等に対応して設定される。
【００２５】
そして、このような絶縁樹脂フィルムの一方の主面に、信号線等の配線と、一端がデバイ
スホールに突出し他端が信号線等に接続されたインナーリードが、それぞれ配設されてい
る。また、配線の端部には、外部接続端子である接続パッドが配設されている。インナー
リードを含むこのような配線は、いずれも、Ｃｕ、Ｃｕ系合金、 42アロイのようなＮｉ系
合金等から構成され、絶縁樹脂フィルムへの蒸着パターニング、または絶縁樹脂フィルム
の片面に設けられたＣｕ箔または前記合金層をフォトパターニングすることにより形成さ
れる。なお、インナーリードのピッチや配列は、搭載・実装される半導体素子の電極端子
のピッチや配列に対応して設定される。
【００２６】
このような配線フィルムに搭載・実装される半導体素子は、例えばＣＰＵ、ＤＳＰ、各種
メモリ等の素子であり、特にチップ型のものに限定されない。このような半導体素子は、
フェースダウンでデバイスホール内に配置され、Ａｌ等から成る電極端子が対応するイン
ナーリードの先端部に、金バンプ等を介して接合されることにより、電気的に接続される
。また、半導体素子を外界の水分や不純物などに対してあるいは機械的に保護するために
、このような半導体素子の接続領域を、樹脂層により被覆し封止することができる。ここ
で樹脂としては、エポキシ樹脂やスルフォン酸樹脂のような、通常半導体素子の封止に使
用されている樹脂を使用することができる。
【００２７】
本発明の電子装置においては、半導体パッケージに設けられた形状保持板または形状保持
性を有する被覆部材が、マザーボードと近似した熱膨脹率を有する金属により構成されて
おり、パッケージ全体の熱膨脹率がマザーボードの熱膨脹率とほぼ等しくなっているので
、搭載時や使用環境下で周期的な温度変化が印加されたとき、半導体パッケージとマザー
ボードとの接合部であるはんだボール等のバンプに、応力が集中することがない。したが
って、熱負荷に起因する歪みおよび疲労破壊の発生が抑制され、半導体パッケージとマザ
ーボードとの接続の信頼性が向上する。
【００２８】
また、形状保持板または形状保持性を有する被覆部材を構成する金属は、他の剛性材料で
あるセラミック等に比べて、高い熱伝導率を有し、放熱性が良好であるうえに、成形・加
工性が良好であり、さらに平坦性が良く、反り等が生じても元の平坦面に戻しやすいとい
う多くの利点を有している。さらに、材料の選択性が良好で、各種の金属材料の中から、
マザーボードの熱膨脹率にできるだけ近い熱膨脹率を有する材料を選択して使用すること
ができるので、形状保持板等の構成材料として好適しており、特性に優れた電子装置を生
産性良く得ることができる。
【００２９】
さらに、形状保持性を有する被覆部材を備えた半導体パッケージ、およびこの半導体パッ
ケージを搭載した電子装置においては、パッケージおよび装置全体を薄くすることが可能
であるうえに、部品点数をより少なくすることができる。また、キャップ形状等を有する
被覆部材の成形は、金属を使用してはじめて可能であり、簡略化された工程で容易に成形
を行なうことができる。
【００３０】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施例を図面に基づいて説明する。
【００３１】
図１は、本発明の電子装置の第１の実施例の要部を断面的に示したものであり、  Tape-Ｂ
ＧＡ型の半導体パッケージをマザーボードに搭載したものである。
【００３２】
図において、符号１７は、デバイスホール１７ａを有するポリイミド樹脂フィルムのよう
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な絶縁樹脂フィルムを示し、この絶縁樹脂フィルム１７の一方の主面（図では下面）には
、信号線等の配線１８と、後端部が信号線等の配線１８に接続され先端部がデバイスホー
ル１７ａに突出したインナーリード１９が、それぞれ配設されている。また、信号線等の
配線１８の他端部には、外部接続端子である接続パッド（図示を省略。）が、格子状のパ
ターンで配設されている。また、このような配線フィルムのデバイスホール１７ａ内には
、半導体素子２０がフェースダウンに配置されており、この半導体素子２０の各電極端子
（図示を省略。）は、対応するインナーリード１９の先端部に、金バンプ２０ａ等を介し
て電気的に接続されている。さらに、このような半導体素子２０の電極端子とインナーリ
ード１９との接合部の外側には、半導体素子の保護および補強のために、エポキシ樹脂等
の樹脂封止層２１が被覆されている。
【００３３】
また、絶縁樹脂フィルム１７の配線形成面と反対側の面（図では上面）のデバイスホール
１７ａを囲む領域には、 SUS310 S（熱膨脹率 15.9× 10- 6／Ｋ）やＣＤＡ Alloy C15150（熱
膨脹率 16.7× 10- 6／Ｋ）のような、 13× 10- 6～ 17× 10- 6／Ｋの熱膨脹率を有する金属から
構成された枠形の形状保持板（スティフナー）２２が、熱可塑性のポリエステル系樹脂の
ような熱可塑性樹脂から成る接着剤層２３を介して接着されており、さらにこのスティフ
ナー２２の上面および半導体素子２０の上面（電極端子形成面と反対側の面）には、銅、
アルミニウム等の放熱性を有する金属からなる板状のカバー（カバープレート）２４が配
設され、熱可塑性ポリエステル系樹脂等から成る接着剤層２５を介して接着されている。
なお、カバープレート２４は、半導体素子２０の上面には全面的に接着されているが、ス
ティフナー２２の上面には、下側に突出形成された凹部２４ａのみが接着されている。
【００３４】
さらに、配線フィルムの外部接続端子（接続パッド）上には、それぞれボール状のはんだ
バンプ２６が設けられ、半導体パッケージが構成されている。
【００３５】
一方、符号２７は、マザーボードであるガラスエポキシ配線基板を示し、その一方の主面
（図では上面）には、配線の一部として接続パッド（図示を省略。）が配設されている。
そして、このガラスエポキシ配線基板２７上に前記した半導体パッケージが搭載され、半
導体パッケージの外部接続端子（接続パッド）とガラスエポキシ配線基板２７の接続パッ
ドとが、はんだバンプ２６により電気的・機械的に接続されている。
【００３６】
このように構成される第１の実施例の電子装置においては、スティフナー２２が、 SUS310
 SやＣＤＡ Alloy C15150のような 13× 10- 6～ 17× 10- 6／Ｋの熱膨脹率を有する金属から構
成されており、半導体パッケージ全体の熱膨脹率が、マザーボードであるガラスエポキシ
配線基板２７の熱膨脹率と近似した値となっているので、周期的な熱負荷が加えられたと
きに、半導体パッケージとマザーボードとを接続するはんだバンプ２６の歪みが  3％以下
と小さく、接続部が高い信頼性を有する。
【００３７】
次に、具体的な効果をより明らかにするために、図１に示す構造の電子装置において、ス
ティフナーを熱膨脹率の異なる種々の金属により構成した構造をシミュレーションし、温
度サイクル試験（  -65℃～  120℃）を行なった。すなわち、スティフナーの厚さを  250μ
m 、接着剤層の厚さを  100μ m とし、スティフナーを構成する金属材料の熱膨脹率を変え
た半導体パッケージ（パッケージサイズ 35mm× 35mm）を、 13× 10- 6  /Ｋ（ 13ppm/Ｋ）、 15
ppm/Ｋおよび 18ppm/Ｋの熱膨脹率を有するガラスエポキシ配線基板上にそれぞれ搭載・実
装した電子装置において、  -65℃× 30分次いで  120℃× 30分の温度サイクルを繰り返した
後のはんだバンプの変形量を、シミュレーションにより求めた。結果を図２に示す。
【００３８】
この結果から、スティフナを SUS310 SやＣＤＡ Alloy C15150のような熱膨脹率が 13～ 17pp
m/Ｋの金属により構成した実施例の電子装置では、マザーボードであるガラスエポキシ配
線基板の熱膨脹率が、 13ppm/Ｋ、 15ppm/Ｋあるいは 18ppm/Ｋのいずれであっても、 17ppm/
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Ｋ以上の熱膨脹率を有する金属（ SUS304）によりスティフナーが構成された従来の電子装
置に比べて、はんだバンプの変形量が著しく小さくなっていることがわかる。したがって
、実施例の電子装置は、従来の電子装置に比べて、数倍から 10数倍の回数の温度サイクル
に耐え得ることがわかる。
【００３９】
実際に、スティフナーの構成材料としてＣＤＡ Alloy C15150を使用し、図１に示す電子装
置を作製して温度サイクル試験（  -65℃～  120℃）を行なったところ、 1000サイクルを越
えた時点でも、はんだバンプに疲労破壊の発生が認められず、信頼性の高い接続が保持さ
れていることが確認された。
【００４０】
また、第１の実施例に使用した半導体パッケージにおいては、スティフナーを構成する剛
性材料として金属が使用されているが、金属は、他の剛性材料（例えばセラミック）に比
べて、高い熱伝導率を有し、放熱性が良好であるうえに、成形・加工性が良好で曲げ加工
や切断加工が容易であり、さらに平坦性が良く、反り等が生じても元の平坦面に戻しやす
いという種々の利点を有している。したがって、平坦性が良好なスティフナーを容易に成
形することができ、放熱性の良好な半導体パッケージを得ることができる。
【００４１】
スティフナーを構成する剛性材料として、金属（例えば、ＣＤＡ Alloy C15150）とセラミ
ック（例えば、アルミナ）とをそれぞれ選択し、それらの特性を比較したものを、以下の
表１に示す。
【００４２】
【表１】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
次に、本発明の第２の実施例について説明する。
【００４３】
図３は、本発明の第２の実施例に係る半導体パッケージの要部を断面的に示したものであ
る。なお、図３において、図１と同一の部分には同一の符号を付して、説明を省略する。
【００４４】
この実施例の半導体パッケージでは、半導体素子２０および絶縁フィルム１７の上側に、
形状保持性を有する放熱キャップ（スティフナ一体型放熱キャップ）２８が配置され、こ
の放熱キャップ２８が、熱可塑性ポリエステル系樹脂等から成る接着剤層２３を介して、
半導体素子２０の上面および絶縁フィルム１７の上面に接着されている。そして、このス
ティフナ一体型放熱キャップ２８が、 SUS310 SやＣＤＡ Alloy C15150のような、 13× 10- 6

～ 17× 10- 6／Ｋの熱膨脹率を有する金属により構成されている。
【００４５】
この実施例の半導体パッケージにおいても、これをガラスエポキシ配線基板２７上に搭載
し、はんだバンプ２６を介して所要の接続を行なうことで、信頼性の高い接続が得られる
。すなわち、第２の実施例の半導体パッケージの外部接続端子（接続パッド）と、マザー
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ボードであるガラスエポキシ配線基板２７の接続パッドとを、はんだバンプ２６により電
気的・機械的に接続した電子装置では、熱サイクル時にはんだバンプ２６に応力集中によ
る歪みが生じにくく、信頼性の高い接続が保持される。
【００４６】
また、第２の実施例の半導体パッケージでは、スティフナーと放熱性のカバープレートと
が重ねて配置される代わりに、これらの機能を併せ持ったスティフナ一体型放熱キャップ
２８が配設され、かつこれが SUS310 SやＣＤＡ Alloy C15150のような金属から構成されて
いるので、半導体パッケージおよびパッケージが搭載された電子装置全体を薄くすること
が可能であるうえに、放熱キャップの成形が容易であり、製造工程が簡略化される。また
、部品点数が少なくて済む。さらに、スティフナ一体型放熱キャップ２８と絶縁フィルム
１７との接着面積が大きく、放熱経路の断面積が大きくなっているので、放熱性が良好で
ある。
【００４７】
なお、本発明は、前記した第１および第２の実施例の半導体パッケージおよび電子装置に
限定されるものではなく、発明の趣旨を逸脱しない範囲でいろいろに変形させることがで
きる。例えばマザーボードとして、ガラスエポキシ配線基板以外に、ガラスポリイミド配
線基板やガラスＢＴ樹脂配線基板のようなガラス樹脂配線基板、あるいはアルミナや窒化
アルミニウムのようなセラミックを絶縁基材とするセラミック配線基板を使用することが
できる。
【００４８】
【発明の効果】
以上の説明から明らかなように、本発明の電子装置によれば、形状保持板または形状保持
性を有する被覆部材の構成材料として、マザーボードと近似した熱膨脹率を有する金属が
使用されており、半導体パッケージ全体の熱膨脹率がマザーボードの熱膨脹率とほぼ等し
くなっているので、実際の使用環境等において、周期的に印加される熱的な負荷に起因し
て接続部に生じる応力を緩和することができる。したがって、半導体パッケージとマザー
ボードとの接続の信頼性が向上される。
【００４９】
また、本発明の半導体パッケージによれば、これをマザーボードに搭載した場合に、形状
保持板または形状保持性を有する被覆部材の熱膨張率とマザーボードの熱膨張率との差に
起因して生じる応力を緩和することができるので、接続部であるはんだボール等のバンプ
の歪み等が抑制され、疲労破壊が生じにくくなる。したがって、電子装置の接続信頼性を
大きく向上させることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１の実施例に係る電子装置の要部の構成を示す断面図。
【図２】図１に示す電子装置において、スティフナーを熱膨脹率の異なる金属により構成
して、シミュレーションにより温度サイクル試験を行なった結果を示すグラフ。
【図３】本発明の第２の実施例に係る半導体パッケージの要部の構成を示す断面図。
【図４】従来からの  Tape-ＢＧＡ型半導体パッケージの構成を示す斜視図。
【図５】ＱＦＰをマザーボードに実装した電子装置の断面図。
【符号の説明】
１７………絶縁樹脂フィルム
１７ａ………デバイスホール
１９………インナーリード
２０………半導体素子
２１………樹脂封止層
２２………スティフナー
２３………接着剤層
２４………カバープレート
２６………はんだバンプ
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２７………ガラスエポキシ配線基板
２８………スティフナ一体型放熱キャップ

【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】
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